
　引き上げ分に係る地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和7年度小野町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

　【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　 115,932 千円
（地方消費税交付金総額：205,735千円）

　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,077,733 千円

国（県）
支出金

地方債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

 1.社会福祉総務費 12,303 636 2,480 9,187

 2.障害者福祉費 325,669 211,780 24,420 89,469

 3.老人福祉費 275,681 10,386 1,696 56,998 206,601

 5.国民年金費 422 422 0 0

 6.国民健康保険費 111,033 39,989 15,685 55,359

小　　計 725,108 263,213 0 1,696 99,583 360,616

 1.児童福祉総務費 120,154 31,238 14,501 0 74,415

 2.児童措置費 141,876 124,055 3,871 13,950

 3.児童医療特別措置費 30,959 18,106 2,831 10,022

 6.母子福祉費 2,126 960 247 919

小　　計 295,115 174,359 0 14,501 6,949 99,306

1,020,223 437,572 0 16,197 106,532 459,922

 1.保健衛生費  2.予防費 57,510 6,679 4,200 9,400 37,231

57,510 6,679 0 4,200 9,400 37,231

1,077,733 444,251 0 20,397 115,932 497,153

　※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各費目に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

款 項 目
令和7年度

予算額

財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源 一　　般　　財　　源

計

 3.民生費

 1.社会福祉費

 2.児童福祉費

合　　計

 4.衛生費
合　　計


